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都市づくりの将来像を実現するため、PDCAサイクルのプロセスに基づき、都市計画マスタープラ
ン（Plan）に基づく施策・事業を実行（Do）、その効果・成果を評価（Check）し、必要に応じて見
直す（Action）ことにより、全体的な進行管理を実施します。
また、計画の進行にあたっては、各段階において、市民や事業者等と連携し、施策の実行やニーズ

を踏まえた計画の見直しを進めます。

計画書 P210

都市計画マスタープランに基づく施策の取組みについて

都市計画マスタープラン（R7.3改定）
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都市計画マスタープランで目指す将来像を実現するため、計画の進行管理として主な施策の内容と着
手目標を示しています。

計画書 P211～212

①

②

②

④

③
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施策名 取組み内容及び予定時期

① ウォーカブルなまちづくりの推進 ・多摩センター駅周辺地区都市再生整備計画（R7～R9）
※ 滞在快適性向上区域（ウォーカブル区域の設定）

・聖蹟桜ケ丘駅西側地区の低未利用地の有効活用の促進

② 南多摩尾根幹線沿道の有効活用
（諏訪・永山地区）

・南多摩尾根幹線沿道土地利用転換（リーディングプロジェクト）

③ 南野二丁目地区地区計画の見直し ・R７年度より見直しに向けた検討・協議を開始

④

立地適正化計画に基づく都市機能
や居住の適切な誘導

・R7～R８年度 立地適正化計画策定予定
立地適正化計画の防災指針に基づ
く土地利用誘導等

主な施策の内容のうち、今年度から着手する施策は主に４つとなります。
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①ウォーカブルなまちづくりの推進
①‐１ 多摩センター駅周辺地区都市再生整備計画
→滞在快適性等向上区域を設定し、滞在環境整備メニュー等の検討、ウォーカブル推進整備計画の策定を予定

（R7～R9の３年間）
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①ウォーカブルなまちづくりの推進
①‐２ 聖蹟桜ケ丘駅西側地区の低未利用地の有効活用の促進
→聖蹟桜ケ丘駅西側地域街づくり協議会による「地域まちづくり計画（案）」にむけた取組みの推進

聖蹟桜ケ丘駅西側地域街づくりニュース（第５号）より抜粋
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②南多摩尾根幹線沿道の有効活用（諏訪・永山地区）

〇都市計画マスタープラン等での位置づけ
～南多摩尾根幹線沿道土地利用転換（リーディングプロジェクト）～

〇令和６年度の検討と令和７年度の検討予定
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③南野二丁目地区地区計画の見直し
→学校教育の多様性の確保や子育て世代の流入を図るため、学園地区内の学校用途の拡大について検討。

第４地域のまちづくり方針図
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④立地適正化計画に関するもの
→都市機能や居住の適切な誘導、防災指針に基づく土地利用誘導等を含めた計画（R８年度末策定予定）

策定に向けたスケジュール（案）


